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北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の施行

期日を定める規則をここに公布する。

平成３０年１月２４日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市規則第１号

北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する   

条例の施行期日を定める規則

北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例（平成

２９年北九州市条例第１４号）の施行期日は、平成３０年３月３０日とする。
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北九州市告示第１７号 

 道路整備特別措置法（昭和３１年法律第７号）第１７条第１項第 1 号の規定

に基づき、次のとおり道路の区域が変更されたので、道路法（昭和２７年法律

第１８０号）第１８条第１項の規定により告示する。 

 その関係図面は、告示の日から２週間北九州市建設局総務部管理課及び福岡

北九州高速道路公社北九州事務所保全課において、一般の縦覧に供する。 

  平成３０年１月２４日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 

変更

前後

の別 

区域変更の区間 
幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

６５１ 北九州高

速４号線

前 北九州市八幡西区京良城町

１５８３番２地先から 

北九州市八幡西区大畑町１

５８４番３地先まで 

20.0 

～ 

26.5 

12.0 

後 北九州市八幡西区京良城町

１５８３番２地先から 

北九州市八幡西区大畑町１

５８４番３地先まで 

20.0 

～ 

27.6 

12.0 
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北九州市告示第１８号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次のと 

おり道路の供用を開始する。 

 その関係図面は、告示の日から２週間北九州市建設局総務部管理課及び福岡

北九州高速道路公社北九州事務所保全課において、一般の縦覧に供する。 

  平成３０年１月２４日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 供用開始の区間 供用開始の期日 

６５１ 北九州高

速４号線

北九州市八幡西区京良城町

１５８３番２地先から 

北九州市八幡西区大畑町１

５８４番３地先まで 

平成３０年１月２４日 
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北九州市公告第３８号 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４８条第５項ただし書の規定に

よる許可の申請の提出に伴い、同条第１４項の規定により、次のとおり利害関

係を有する者の公開による意見の聴取を行うので、同条第１５項の規定により

公告する。 

平成３０年１月２４日

                    北九州市長 北 橋 健 治  

１ 建築物の建築計画 

（１）  申請者 

北九州市小倉北区高尾二丁目１９番２号 

株式会社森川不動産 

代表取締役 森川 満 

（２） 敷地の位置 

北九州市小倉南区守恒二丁目３２５番１、３２５番３６の一部、３２５

番４５、３２５番４７の一部及び３２５番１０２ 

（３）  用途地域 

第一種住居地域 

（４）  建築物の主要用途 

物品販売業を営む店舗 

（５）  工事種別 

新築 

２ 意見の聴取の期日 

平成３０年１月３１日（水）午後２時から 

３ 意見の聴取の場所 

北九州市小倉南区守恒二丁目８番３６号 

北九州市立守恒市民センター 多目的ホール 
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北九州市立図書館規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成３０年１月２４日

北九州市教育委員会

教育長 垣 迫 裕 俊

北九州市教育委員会規則第２号

北九州市立図書館規則の一部を改正する規則

北九州市立図書館規則（昭和４７年北九州市教育委員会規則第９号）の一部

を次のように改正する。

 第１２条中第３号を削り、第４号を第３号とし、第５号から第９号までを１

号ずつ繰り上げる。

付 則

（施行期日）

１ この規則は、平成３０年２月１６日から施行する。

 （北九州市立図書館規則の一部を改正する規則の一部改正）

２ 北九州市立図書館規則の一部を改正する規則（平成２９年北九州市教育委

員会規則第１９号。次項において「改正規則」という。）の一部を次のよう

に改正する。

  第１２条の改正規定中「第１２条第４号」を「第１２条第３号」に改める

。

 （調整規定）

３ この規則の施行の日が改正規則の施行の日後である場合には、前項の規定

は適用しない。

 （北九州市立図書館規則の一部を改正する規則の一部改正）

４ 北九州市立図書館規則の一部を改正する規則（平成２９年北九州市教育委

員会規則第２７号）の一部を次のように改正する。

  第１２条第９号を削る改正規定中「第１２条第９号」を「第１２条第８号

」に改める。
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